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特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売 

重要事項説明書 

 

１ 特定福祉用具販売サービスの目的および運営の方針 

  特定福祉用具販売サービスは、要介護状態にあるお客様に対し、介護保険法で定める

特定福祉用具サービスを提供しお客様がその有する能力に応じて、可能な限りその居

宅において自立した生活を営むことが出来るよう、また、お客様のご家族等の介護者

の負担軽減を図れるよう支援することを目的とします。 

 

２ 基本方針 

  有限会社マツモトメディカル（以下マツモトメディカルという）は次に掲げる基本方

針に基づき事業を運営するものとします。 

 ・事業の実施にあたっては、お客様の意思、および人格を尊重して、常にお客様の立場

に立ったサービスの提供に努めるものとします。 

・事業所の専門相談員はお客様が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことが出来るよう、お客様の心身の状況、希望及びそのおかれ

ている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、福祉

用具を販売することによりお客様の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資する

とお客様を介護する者の負担の軽減を図ります。 

・事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市区町村・他の居宅サービス

事業者・その他の医療機関サービス及び福祉サービスを提供するもの者との連携に努

めるものとします。 

 

３ 実施手順に関する具体的方針 

  マツモトメディカルは次に掲げる具体的方針に基づき特定福祉用具販売サービスを実      

  施するものとします。 

・サービス提供の開始に当たり、お客様の心身状況などを把握するものとします。 

・個々のサービスの目標、機種、選定理由、実施期間を定めた特定福祉用具販売計画を

作成します 

・特定福祉用具販売計画の作成後、特定福祉用具販売計画の実施状況の把握、アフター

フォローをします。 

・アフターフォローの結果を指定居宅介護支援事業所に報告します。   

 

 



４ 会社概要 

□ 法人名称    有限会社マツモトメディカル 

□ 法人所在地   岡山県倉敷市中庄８６７－３ 

□ 電話番号    ０８６－４６１－２０３１ 

□ 代表者名    代表取締役 松本昌彦 

□ 設立      平成１０年２月 

□ 資本金     ３００万円 

 

５ 特定福祉用具販売サービスを提供する事業所（以下サービス事業所） 

□ サービス事業所の名称 有限会社マツモトメディカル 

□ 所在地        岡山県倉敷市中庄８６７－３ 

□ 電話番号       ０８６－４６１－２０３１ 

□ 指定事業所番号    ３３７０２０１８３６ 

□ 実施サービス     福祉用具の販売 

             介護予防福祉用具の販売 

□ サービス提供地域   岡山県全域 

□ 営業日        月曜～金曜 ただしお盆期間の８月１３日から８月１５

日、国民の祝日、１２月３０日から翌年３日までをのぞ

く。 

             

□ 営業時間       ９：００～１８：００までとする 

□ 管理者兼福祉用具専門相談員  常勤１名 

□ 福祉用具専門相談員      常勤１名 非常勤１名 

 

□ 職務内容について 

① 管理者は本事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも 

指定特定福祉用具の提供に当たるものとします。また、従業者に厚生労働省令に

さだめられた指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を遵

守させるために指揮命令を行います。 

② 福祉用具専門相談員は次の職務を行います。 

（１） 福祉用具専門相談員は特定福祉用具販売の提供に当たっては、お客様の心身の状 

況 希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定福祉用具が適切に選定され、

かつ使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じると共に目録などの文書を

示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用などに関する情報を提供し、個

別の特定福祉用具販売にかかわる同意を得るものとします。 

（２） 居宅サービス計画に特定福祉用具販売が位置づけられる場合には福祉用具専門相



談員は当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように措置するも

のとします 

③ 事務職員は本事業所運営時に必要な事務を行います。 

 

６ 主となるサービス内容 

① 販売できる特定福祉用具は介護保険法で定める特定福祉用具の対象品目に限られ  

ます。 

介護保険法で定める特定福祉用具 

① 腰掛便座 ②入浴補助用具 ③特殊尿器 ④簡易浴槽 ⑤移動リフトのつり

革部分 ⑥自動排泄処理装置（交換部品） 

  ② 特定福祉用具の選択に当たっては、予め専門相談員がお客様の心身の状況、要望 

    住宅環境を考慮し、適切な選択が出来るよう特定福祉用具の説明をいたします。 

③ 個々の機種選定に当たっては専門相談員が各機種の機能や取り扱いについての安

全性についての情報を記載した文書を提供すると共に説明いたします。 

④ 納品日時に関してはご利用者様と相談し決定いたします。 

⑤ 特定福祉用具の使用に当たっては専門相談員が最適な状態に用具を調整いたしま 

  す 

＜サービス提供に当たっての具体的方針について＞ 

(有)マツモトメディカルが提供いたします特定福祉用具販売は以下の内容にてサービ

スの提供を行います。 

① 福祉用具専門相談員は特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉

用具の機能、安全性、衛生状態などに関し点検を行います。 

② 福祉用具専門相談員は特定福祉用具販売の提供に当たっては、お客様の身体の状

況などに応じて特定福祉用具の調整を行うと共に当該特定福祉用具の使用方法、

使用上に留意事項、故障時の対応などを記載した文書をお客さまに交付し十分な

説明を行った上で必要に応じてお客様に実際に当該特定福祉用具を使用させなが

ら使用方法の指導を行います。 

③ 居宅サービス計画が作成されていない場合は福祉用具専門相談員は特定福祉用具

購入費の申請時に当該特定福祉用具販売の提供が必要な理由などが分かる書類を

確認します。 

 

＜サービスのご利用にあたりまして＞ 

(有)マツモトメディカルが提供しますサービスでは金銭授受の取り扱いを以下のよう

にさせていただきます。 

① サービス提供上必要な場合をのぞき、お客さまの現金をお預かりすることは一切 

出来ません 



④ お客様の預金通帳・キャッシュカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券等を

お預かりすることは一切出来ません 

⑤ お客様の預金通帳・キャッシュカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券など

が保管されている場所は一切お聞きいたしません。 

 

７ サービス従業者 

① サービス従業者とは、お客様に特定福祉用具販売サービスを提供するマツモトメディカ

ルの職員であり、主として専門相談員が該当します。 

② マツモトメディカルは介護保険法に定められている人員の基準に基づいて人員体制を

整備しお客様に対して特定福祉用具販売サービスを提供いたします。 

 

８ 利用料金 

① サービス料金 

・ 基本料金 

マツモトメディカルが定める個々の特定福祉用具の販売料金を指し、具体的な金額は

カタログに記載されています。 

・ お客さま負担金 

介護保険法の適用になるお客様は前記①の販売料金から負担割合に応じた金額を負担

していただきます。 

ただし介護保険の給付の範囲を超えた分につきましては全額自己負担（①の販売料金） 

となります。 

② 交通費 

前記５に定めるサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外のお客様は前

記５に記載されているサービス提供地域を越えた地点からお客様の居宅までの往復距

離について交通費を負担していただくことになり、その詳細は以下のとおりです 

□ 公共交通機関利用の場合  実費 

□ 自動車など利用の場合  片道１キロメートル当たり５０円 

 

９ キャンセル 

  お客様は商品の納品をキャンセルすることが出来ます。 

□ キャンセルについての連絡先名称 有限会社マツモトメディカル 

□ キャンセルについての連絡先番号 ０８６－４６１－２０３１ 

＊ 納品済みの場合については１０の返品・交換の取り扱いとなる場合があります 

 

１０ 返品・交換 

  お客様は納品後の商品を返品・交換することが出来ます。 



  返品・交換を希望される場合、商品到着後８日以内に下記の連絡先までご連絡下さい 

  □ 返品・交換の連絡先名称   有限会社マツモトメディカル 

  □ 返品・交換の連絡先電話番号 ０８６－４６１－２０３１ 

  ＊商品自体に欠陥が無く、お客様のご都合で返品・交換を希望される場合には送料は 

   お客様の負担となります。 

＊以下の商品の返品・交換は致しかねますのでご了承下さい。 

□ 納品より８日間を過ぎた商品 

□ １度ご使用または着用された商品、肌着、食料品などの消耗品 

□ お客様の責任で、汚れや傷が生じた商品 

 

１１ お支払い方法 

  サービスご利用分に関するお客様負担金をマツモトメディカルが定める期日までにお

支払いいただきます。 

  お支払い方法は原則としてお振込みまたは現金となります。これ以外のお支払い方法

をご希望の方は弊社サービス従業者までご相談下さい。 

  特定福祉用具販売の場合は原則「償還払い」となります。 

＊ 償還払いとは要介護認定を受けたお客様がケアプランに基づき指定居宅サービス

を受けたときに、販売料金をいったん全額お支払いいただき後ほど市区町村にお客

様が支払うべきサービス費用（お客様負担分・・・基本料金の１割～３割）を除い

た額を請求することをいいます。 

 

１２ 秘密保持及び個人情報の保護 

① マツモトメディカルおよびそのサービス従業者は業務上知りえたお客様及びそのご家

族などの秘密及び個人情報などについて、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱

い、関連機関などと連携を図るなど正当な理由がある場合以外には開示いたしません 

② マツモトメディカルはそのサービス提供上知りえたお客様及びそのご家族などの秘密

及び個人情報などについてその守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。 

③ マツモトメディカル及びそのサービス従業者は必要な範囲においてお客様及びそのご

家族などの個人情報を取り扱いいたします。尚、お客様及びそのご家族などから取得

した個人情報を以下の目的のために使用いたします。 

・ 当社サービス提供のため 

・ 当社商品の購入・販売時における商品配送のため 

・ 当社サービスや商品のアフターフォローのため 

・ お客様へのサービス提供について他の事業所と連携するため サービス担当者会議等 

・ お客様及びそのご家族へのサービス料金のご請求、その他御連絡のため 

・ お客様及びそのご家族等に当社サービスや商品をご案内するため 



・ 商品配送、請求データ処理などに関する業務委託のため 

・ 統計データへの利用（ただし個人を特定できるような利用は致しません） 

・ 緊急時に医療機関等に連絡するため 

④ 上記に定める守秘義務は契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。 

＊ 個人情報に関するお問い合わせに関しては１５ サービス相談窓口、苦情受付窓口

までご連絡ください 

 

１３ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

※虐待防止に関する責任者 (代表取締役 松本 昌彦) 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための委員会、研修を実施しています。 

 

１４ 留意事項 

   訪問予定時間は遅れることの無いよう注意していますが、公共機関の事故などやむ

を得ない事情により前後する場合があります。 

 

１５ サービス相談窓口 苦情受付窓口 及び対応の手順 

 窓口 

 弊社連絡先 

有限会社 マツモトメディカル 

□ 住所       岡山県倉敷市中庄８６７－３ 

□ 電話番号     ０８６－４６１－２０３１ 

□ 受付時間     営業日の９：００～１８：００まで 

□ 苦情受付担当者  松本 昌彦（管理者） 

□ 苦情解決責任者  松本 昌彦（管理者） 

 

その他、国保連合会および各市町村 

倉敷市介護保険課 

  住所     倉敷市西中新田６４０ 

  ＴＥＬ    ０８６－４２６－３３４３ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 



 

岡山市介護保険課 

住所     岡山市北区鹿田町１－１－１ 

ＴＥＬ    ０８６－８０３－１２４０ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

津山市 高齢介護課 

住所     津山市山北５２０ 

ＴＥＬ    ０６８－３２－２０７０ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

玉野市長寿介護課 

住所     玉野市宇野１－２７－１ 

ＴＥＬ    ０８６３－３２－５５３４ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

笠岡市長寿支援課 

  住所     笠岡市中央町１－１ 

  ＴＥＬ    ０８６５－６９－２１３９ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

井原市介護保険課 

  住所     井原市井原町３１１－１ 

  ＴＥＬ    ０８６６－６２－９５１９ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

総社市長寿介護課 

住所     総社市中央１－１－１ 

ＴＥＬ    ０８６６－９２－８３６９ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 



  

高梁市健幸長寿課 

  住所     高梁市松原通２０４３ 

  ＴＥＬ    ０８６６－２１－０２９９ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

新見市介護保険課 

  住所     新見市新見３１０－３ 

  ＴＥＬ    ０８６７－７２－３１４８ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

備前市介護福祉課 

  住所     備前市東片上１２６番地 

  ＴＥＬ    ０８６９－６４－１８２８ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

  瀬戸内市いきいき長寿課 

住所     瀬戸内市長船町土師２９１番地 

  ＴＥＬ    ０８６９－２４－８８６６ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

赤磐市介護保険課 

住所     赤磐市下市３４４ 

  ＴＥＬ    ０８６－９５５－１１１６ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

真庭市高齢者支援課 

住所     真庭市久世２９２７－２ 久世本庁舎１階 

  ＴＥＬ    ０８６７－４２－１０７４ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 



  

美作市健康政策課 

住所     美作市北山３９０－２ 

  ＴＥＬ    ０８６８－７５－３９１２ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

浅口市高齢者支援課 

  住所     浅口市鴨方町鴨方２２４４－２６ 

  ＴＥＬ    ０８６６－４４－７１１３ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

和気町介護保険課 

  住所     岡山県和気郡和気町尺所 555 

  ＴＥＬ    ０８６９－９３－１１３９ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

早島町健康福祉課 

住所     都窪郡早島町前潟３６０－１ 

ＴＥＬ    ０８６－４８２－２４８３ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

里庄町健康福祉課 

住所     浅口郡里庄町大字里見１１０７番地２ 

ＴＥＬ    ０８６５－６４－７２３２ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

矢掛町福祉介護課  

住所     小田郡矢掛町矢掛３０１８ 

ＴＥＬ    ０８６６－８２－１０２６ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 



 

新庄村住民福祉課  

住所     真庭郡新庄村２００８－１ 

ＴＥＬ    ０８６７－５６－２６４６ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

鏡野町総合福祉課  

住所     苫田郡鏡野町竹田６６０  

ＴＥＬ    ０８６８－５４－２９８６ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

勝央町健康福祉部  

住所     勝田郡勝央町勝間田２０１ 

ＴＥＬ    ０８６８－３８－７１０２ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

奈義町 子ども・長寿課  

住所     勝田郡奈義町豊沢３０６－１ 

ＴＥＬ    ０８６８－３６－６７００ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

西粟倉村 保健福祉課  

住所     岡山県英田郡西粟倉村影石 95-3 

ＴＥＬ    ０８６８－７９－２２３３ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

久米南町 健康福祉課  

住所     久米郡久米南町下弓削５０２－１ 

ＴＥＬ    ０８６－７２８－４４１１ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 



 

美咲町 長寿しあわせ課  

住所     久米郡三咲町原田１７３５ 

ＴＥＬ    ０８６８－６６－１１１５ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

吉備中央町福祉課 

住所     吉備中央町豊野１－２ 

ＴＥＬ    ０８６６－５４－１３１７ 

対応時間   月～金曜日８：３０から１７：１５ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

岡山県国民健康保険団体連合会 

住所     岡山市北区桑田町１７－５ 

ＴＥＬ    ０８６－２２３－８８１１ 

  対応時間   月～金曜日８：３０から１７：００ 

（祝日及び１２月２９日～１月３日除く） 

 

手順 

① 苦情の受付 

② 苦情内容の確認 

③ 苦情解決責任者などへの報告 

④ お客様への苦情解決に向けた対応の事前説明・同意 

⑤ 苦情解決に向けた対応の実施 

⑥ 再発防止、及び改善の実施 

⑦ お客様への苦情解決結果の説明・同意 

⑧ 記録の保存（その完結の日から５年間の保存） 

 

１５ 事故発生時の連絡先、及び対応の手順 

 連絡先 

 □ 電話番号    ０８６－４６１－２０３１ 

           ０９０－４５７７－２５０１（携帯） 

 □ 受付時間    ２４時間 ３６５日 

 □ 担当者     松本 昌彦 

  



手順 

① お客様の安全の確保 

② 事故発生状況・内容に確認 

③ サービス事業所の責任者などへの報告 

④ ご家族・市区町村・居宅介護支援事業所等への連絡 

⑤ 事故の解決に向けた対応の実施 

⑥ 事故発生原因の解明、及び再発防止措置 

⑦ お客様への事故解決経過、結果の説明 

⑧ 記録の保存（その完結の日から５年間の保存） 

＊ 当該事故の状況・内容、及び上記に基づいた対応結果についてはサービス提供事業

所が記録します 

＊ 特定福祉用具販売の提供によりお客様への賠償すべき事故が発生した場合（１７ 

損害賠償について）のとおり対応を実施いたします。 

 

１６ 緊急時の連絡先 

   緊急時の連絡先 

   □ 電話番号    ０８６－４６１－２０３１ 

             ０９０－４５７７－２５０１（携帯） 

   □ 受付時間    ２４時間 ３６５日 

   □ 担当者     松本 昌彦 

 

１７ 損害賠償について 

① マツモトメディカルはお客様に対する本サービスの提供に当たってマツモトメデ

ィカルの責めに帰すべき事由によりお客様またはそのご家族などの介護者の生命、

身体及び財産に損害を及ぼした場合には相当範囲内においてその損害を賠償いた

します。ただし。お客様またはそのご家族などの介護者に過失がある場合マツモト

メディカルは賠償責任を免除され、または賠償額を減額されることがあります。 

② 物品の賠償に当たっては現状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家によ

る修理または復元を原則とします 

③ 修理または復元が不可能な場合は原則として購入時の価格ではなく時価（購入価格

や使用年数・耐用年数を考慮した額）をその賠償額範囲とします。そのため購入か

ら長年を経過した品物については賠償を致しかねることがあります。 

④ 取り扱いに特別な注意が必要なものなどについては予めご提示をお願いいたしま

す。ご提示の無い場合は賠償を致しかねる場合があります。 

⑤ お客様またはそのご家族などの介護者は、お客様またはそのご家族などの介護者の

責めに帰すべき事由によりマツモトメディカルのサービス従業者の生命、身体及び 



財産に損害を及ぼした場合には相当範囲においてその損害賠償を請求される場合

があります。 

 

１８ 介護保険法の改正 

    国が定める介護給付費（介護報酬）の改定があった場合、マツモトメディカルの料    

金体系は国が定める介護給付費（介護報酬）に準拠するものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


